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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 被 検 眼 を 検 査 す る 検 査 部 を 備 え る 眼 科 装 置 に お い て 、
　 被 検 眼 に 対 し て 前 記 検 査 部 を ３ 次 元 的 に 相 対 移 動 さ せ る 駆 動 手 段 と 、
　 左 右 の 被 検 眼 を 含 む 顔 画 像 を 撮 影 す る た め の 第 １ 撮 影 手 段 と 、
　 被 検 眼 の 前 眼 部 像 を 撮 影 す る た め の 第 ２ 撮 影 手 段 と 、
　 前 記 顔 画 像 に 基 づ い て 特 定 さ れ る 被 検 眼 の 位 置 を 取 得 す る 位 置 取 得 ス テ ッ プ と 、 取 得 さ  
れ た 被 検 眼 の 位 置 に 基 づ い て 被 検 眼 が 前 記 第 ２ 撮 影 手 段 の 撮 影 範 囲 に 含 ま れ る よ う に 前 記  
駆 動 手 段 を 制 御 す る 第 １ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ と 、 前 記 第 １ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ の 後 に 前 記 前 眼  
部 像 に 基 づ い て 前 記 駆 動 手 段 を 制 御 し 、 被 検 眼 に 対 す る 前 記 検 査 部 の 相 対 位 置 を 調 整 す る  
第 ２ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ と 、 を 含 む 調 整 処 理 を 実 行 す る 制 御 手 段 と 、
　 前 記 顔 画 像 を 解 析 す る こ と で 被 検 眼 の 位 置 を 検 出 し 、 検 出 に よ り 特 定 さ れ る 被 検 眼 の 位  
置 を 検 出 位 置 と し て 取 得 す る 第 １ 取 得 手 段 と 、
　 前 記 顔 画 像 に 対 す る 被 検 眼 の 位 置 の 入 力 操 作 を 受 け 付 け 、 前 記 入 力 操 作 に 基 づ い て 特 定  
さ れ る 被 検 眼 の 位 置 を 指 定 位 置 と し て 取 得 す る 第 ２ 取 得 手 段 と 、 を 備 え る 眼 科 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 請 求 項 １ の 眼 科 装 置 に お い て 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 検 出 位 置 を 利 用 し た 前 記 調 整 処 理 が 開 始 さ れ て か ら 、 前 記 指 定 位  
置 の 入 力 操 作 を 受 け 付 け た 場 合 は 、 前 記 検 出 位 置 に 関 わ ら ず 、 前 記 指 定 位 置 に 基 づ い て 前  
記 第 １ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ を 行 う こ と を 特 徴 と す る 眼 科 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 請 求 項 １ 又 は ２ 記 載 の 眼 科 装 置 に お い て 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 左 眼 お よ び 右 眼 を 連 続 的 に 検 査 す る 場 合 に 、 左 眼 お よ び 右 眼 の そ れ ぞ  
れ の 位 置 を 、 左 眼 お よ び 右 眼 の う ち 最 初 に 検 査 さ れ る 片 方 の 被 検 眼 に 対 す る 前 記 調 整 処 理  
で の 前 記 位 置 取 得 ス テ ッ プ に お い て 一 括 し て 取 得 可 能 で あ り 、
　 前 記 位 置 取 得 ス テ ッ プ に お い て 、 左 眼 お よ び 右 眼 の そ れ ぞ れ の 位 置 が 一 括 し て 取 得 さ れ  
る 場 合 は 、 そ れ ぞ れ の 眼 に 対 す る 前 記 入 力 操 作 が 要 求 可 能 で あ る 、 こ と を 特 徴 と す る 眼 科  
装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ３ 記 載 の 眼 科 装 置 に お い て 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 片 方 の 被 検 眼 に 対 応 す る 指 定 位 置 を 用 い た 前 記 第 １ 駆 動 制 御 ス テ  
ッ プ を 予 め 定 め ら れ た 手 順 で 行 い 、 前 記 片 方 の 被 検 眼 の 検 査 が 終 了 し た 後 、 反 対 の 眼 に 対  
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応 す る 指 定 位 置 を 用 い て 前 記 第 １ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ を 行 う こ と を 特 徴 と す る 眼 科 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 請 求 項 １ 記 載 の 眼 科 装 置 に お い て 、
　 前 記 入 力 操 作 に よ り 入 力 さ れ た 指 定 位 置 が １ つ の 場 合 は 、 前 記 第 １ 撮 影 手 段 に よ る 撮 影  
画 像 に お け る 右 眼 領 域 と 左 眼 領 域 の い ず れ に 指 定 位 置 が 存 在 す る か に 基 づ い て 被 検 眼 の 左  
右 を 判 別 す る 判 別 手 段 を 備 え 、
　 前 記 制 御 手 段 は 、
　 入 力 さ れ た 指 定 位 置 に 基 づ い て 前 記 第 １ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ を 行 っ た 後 に 前 記 第 ２ 駆 動 制  
御 ス テ ッ プ に 移 行 し 、
　 左 右 片 方 の 被 検 眼 の 検 査 の 終 了 後 に 未 検 査 の 被 検 眼 を 検 査 す る た め に 、 前 記 判 別 手 段 の  
判 別 結 果 に 基 づ い て 被 検 眼 に 対 し て 前 記 検 査 部 を 相 対 移 動 さ せ る 左 右 を 決 定 し 、
　 決 定 し た 左 右 に 基 づ い て 未 検 査 の 被 検 眼 に 前 記 検 査 部 が 近 づ く よ う に 前 記 駆 動 手 段 を 制  
御 し 、 前 記 第 ２ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ に 移 行 さ せ る こ と を 特 徴 と す る 眼 科 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 被 検 眼 を 検 査 す る 検 査 部 を 被 検 眼 に 対 し て ３ 次 元 的 に 相 対 移 動 さ せ る 駆 動 手 段 と 、 左 右  
の 被 検 眼 を 含 む 顔 画 像 を 撮 影 す る た め の 第 １ 撮 影 手 段 と 、 被 検 眼 の 前 眼 部 像 を 撮 影 す る た  
め の 第 ２ 撮 影 手 段 と 、 を 備 え る 眼 科 装 置 に お い て 実 行 さ れ る 制 御 プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 眼 科 装 置 の 制 御 部 に 実 行 さ れ る こ と で 、
　 前 記 顔 画 像 に 基 づ い て 特 定 さ れ る 被 検 眼 の 位 置 を 取 得 す る 位 置 取 得 ス テ ッ プ と 、 取 得 さ  
れ た 被 検 眼 の 位 置 が 前 記 第 ２ 撮 影 手 段 に よ っ て 撮 影 さ れ る 前 記 前 眼 部 像 の 撮 影 範 囲 に 含 ま  
れ る よ う に 前 記 駆 動 手 段 を 制 御 す る 第 １ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ と 、 前 記 第 １ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ  
の 後 に 前 記 前 眼 部 像 に 基 づ い て 前 記 駆 動 手 段 を 制 御 し 、 被 検 眼 に 対 す る 前 記 検 査 部 の 相 対  
位 置 を 調 整 す る 第 ２ 駆 動 制 御 ス テ ッ プ と 、 を 含 む 調 整 処 理 を 実 行 す る 制 御 ス テ ッ プ と 、
　 前 記 顔 画 像 を 解 析 す る こ と で 被 検 眼 の 位 置 を 検 出 し 、 検 出 に よ り 特 定 さ れ る 被 検 眼 の 位  
置 を 検 出 位 置 と し て 取 得 す る 第 １ 取 得 ス テ ッ プ と 、
　 を 眼 科 装 置 に 実 行 さ せ 、 さ ら に 、
　 前 記 顔 画 像 に 対 す る 被 検 眼 の 位 置 の 入 力 操 作 を 受 け 付 け 、 前 記 入 力 操 作 に 基 づ い て 特 定  
さ れ る 被 検 眼 の 位 置 を 指 定 位 置 と し て 取 得 す る 第 ２ 取 得 ス テ ッ プ を 、 眼 科 装 置 に 実 行 さ せ  
る こ と を 特 徴 と す る 制 御 プ ロ グ ラ ム 。
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